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電力広域的運営推進機関の
役割と取り組み

電力広域的運営推進機関
田治見 淳

平成29年3月7日
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①広域機関の役割

4

①会員その他電気供給事業者が遵守すべきルールを策定する。

②需給ひっ迫時における需給調整（電源の焚き増し、電力融通を指示）や、それに伴う
連系線管理を行う。

③周波数変換所や地域間連系線などの広域連系系統の整備計画を立案し、推進する。

④全国大の電力需要予測と、その電力供給計画のバランスを取りまとめ、再エネ大量導
入等による需給バランス調整のための調整力・予備力のあり方の検討などを行う。

広域機関の主な業務

4

広域機関の役割

� 広域機関設立以前の需給管理等は、区域（供給エリア）ごとに行うことが原則と
されていたため、連系線の増強や他地域からの電力融通等は、事業者の自発性に
委ねられていた。

� 広域機関が設立され、電源の広域的活用に必要な送配電網の整備や、全国大での
平常時・緊急時の需給調整機能強化等の役割を担うこととなった。
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組 織
• 電気事業法に定める認可法人
• すべての電気事業者に広域機関の加入義務

名称

電力広域的運営推進機関
（OCCTO：Organization for Cross-regional 
Coordination of Transmission Operators, 
JAPAN）

会員数
（電気事業法に
定める事業者）

H29年1月17日時点

• 一般送配電事業者： 10
• 送電事業者 ： 2
• 特定送配電事業者： 18
• 小売電気事業者 ：372
• 発電事業者 ：542

合計： 944事業者（889社）

会員（全電気事業者）

役員
（理事会）

運営に関する重要
事項等を審議

定款、業務規程等
役員の選任・解任

総会

評議員会

事務局（約140名)

総務部 企画部 計画部

運用部 監査室
紛争解決
対応室

（※）会員企業からの出向者の他、プロパー職員
（中途採用、新卒）も順次増員中。

広域機関の組織構成

6広域機関の位置づけ

役員選解任、定款・規
定・指針、事業計画・
予算の認可、監督

需給状況監視、
指示、監督

取引

託送可否判定

電力広域的運営推進機関

経済産業大臣
（資源エネルギー庁、電力・ガス取引監視等委員会）

日本卸電力取引所

電気事業者

送配電事業者
小売電気事業者

発電事業者託送

法人指定
中立性・公平性・
適切な取引の監視
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7（１）ルールの策定
広域機関が定めるルール

z 会員に関する事項

z 総会に関する事項

z 役員に関する事項

z 評議員会に関する事項

z 会費に関する事項

z 財務及び会計に関する事項 等

z計画業務

9長期の需給バランス評価、電源入札

9広域系統の長期方針や整備計画の
策定

9系統アクセス業務 等

z運用業務

9需給状況悪化時の改善指示

9地域間連系線の運用・管理 等

zその他

9需要者スイッチング支援

9紛争解決 等

広域機関の業務及びその執行に

関する事項

z計画業務

9供給計画の提出

9調整力の確保 等

z運用業務

9小売・発電事業者の同時同量

9一般送配電事業者の系統運用

9FIT特例制度 等

zその他

9停電実績等の電力需給に関する
情報提供 等

会員その他電気供給事業者が、送配電
等業務の実施において従うべき事項

（参考）電気事業法第２８条の１８ （参考）電気事業法第２８条の４１ （参考）電気事業法第２８条の４５

広域機関の根本規則

業務規程 送配電等業務指針定款

� 広域機関では、定款、業務規程、送配電等業務指針の３つの規程を有しており、Ｈ２８
年４月の第２段階に合わせて変更した。

� ルール変更をする際は経済産業省が上記規程の認可基準を策定し、それに基づき広
域機関にて変更案を策定後、経済産業省が認可する。

8

�第９回系統ＷＧにおいて、再エネの出力制御に関する広域機関等での検証として、現行ルールで実
施している検証に加えて、公平性の観点から「一般送配電事業者で予め定められた手続きに沿って
年間を通じて出力制御が行われたかどうか」の検証を行うことと整理されたことを踏まえ、本機関で公
平性の観点から検証を行うための資料の提出を追加。

�ＦＩＴ制度の見直しにより、ＦＩＴ再エネは送配電買取りとなることにより、需給状況の監視等のため送配
電事業者が計画提出を行うこと、及び低圧ＦＩＴ電源についてはスイッチングの対象外となることに伴
い関連ルールを変更。

�資源エネルギー庁、広域機関及び委員会において、「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に
関して、早急に地域間連系線の見直し等を行い、その結果を踏まえて供給区域外も含めて募集対象
地域が設定されることが望ましいと考えられる」と整理されたこと、また、北海道風力実証試験※が実
施可能となるように、マージンの定義について、「調整力の供給区域外からの調達のために」の観点
を追加。（具体的な広域周波数調整の実現方法はＰ１２参照）

※北海道地域内における風力発電導入拡大に向けた実証試験（平成２３年９月３０日付け 北海道電力株式会社、
東北電力株式会社及び東京電力株式会社公表）

（１）ルールの策定
平成２９年４月変更予定のルール概要（再エネ関連）

� 現在、ＦＩＴ制度の見直し等に基づき、ルール改正（本年４月施行予定）の手続きを進め
ている。再エネ関連の主な新ルールは以下の通り。
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広域運用センター

� 各地域の電力会社の中央給電指令所で監視している需給状況や発電機の出力状態等を
リアルタイムで把握することで、需給監視や連系線管理等において、より迅速で的確
な判断・指示を可能とするために、新たなシステムを開発しＨ２８年４月１日に運開
した。

� 広域機関システムは、各地域の中央給電指令所および託送契約窓口のシステムと連携
し、発電・小売電気事業者の需給計画を受付け、事業者間の料金の精算等を行うため
の情報ハブとしての機能も有する。

（２）需給監視・連系線管理
広域機関システム概要

作業停止計画管理機能

系統・需給監視機能

広域周波数調整機能

供給計画管理機能

需給・予備力管理機能

融通指示支援機能

連系線利用計画管理機能

系統情報公表機能

広域機関システム主要機能

小売
電気事業者

経済産業省 日本卸電力取引所

発電事
業者等

送電
事業者

一般
送配電
事業者特定

送配電
事業者

広域機関システム

10

�広域機関システムを利用して日本全国の電力需給の状況を24時間365日監視。

�需給ひっ迫時には、会員（電気事業者）に対して需給状況の改善（融通、焚増
し）を指示。（電気事業法第28条44） ）

東北

北海道

関西

四国
九州

中国

北陸

沖縄

監視、会員へ指示

中部

東京

広域機関

【H27年4月8日】
東京電力地域ひっ迫
緊急融通指示
東京 ← 東北、中部
（100万kW）

【H27年9月26日】
四国電力地域ひっ迫
緊急融通指示
四国 ← 中国

(50万kW)

（注）各エリア内の周波数制御は、
これまで通り各社中央給電
指令所で実施

【H28年9月8日】
中部電力地域ひっ迫
緊急融通指示
中部 ← 東京、北陸、関西、中国

(300万kW)
【H29年2月21日】
中部電力地域ひっ迫
緊急融通指示
中部 ← 北陸、関西、中国、九州

(140万kW)

（２）需給監視・連系線管理
電力需給状況悪化時の指示
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11（２）需給監視・連系線管理
連系線利用管理～管理内容

連系線利用管理の内容 系統情報サービスの画面

URL:http://www.occto.or.jp/

¾ 系統情報サービスに公表される空容量の範
囲内で先着順に連系線の利用計画を登録

¾ 連系線故障時等、混雑が発生する場合には、
最後着の利用計画分から順に抑制

� 連系線を利用した電力の送電可否判定等を可能とするため、事業者から連系線利用計
画等の各種計画を広域機関が一元的に管理。

� 地域間を結ぶ連系線を管理し、運用容量やマージンを広域機関にて設定。連系線の混
雑（計画潮流が運用容量を超えること）発生時には、計画潮流に登録された利用計画
および通告値を整理し混雑を解消。

� 連系線等の系統情報を広域機関のウェブサイト上にて一般公表。（系統情報サービス）

12

供給区域の
調整力を
超える

広域機関から連系線潮流の
目標値を送信し、他供給区
域の調整力を活用

調整電源

広域機関

供給区域全体の
周波数変動

供給区域Ａ（調整元）
一般送配電事業者

供給区域Ｂ（調整先）
一般送配電事業者

連系線潮流を
目標値に合わせる
よう供給区域Ｂで
調整

連系
線

再エネ電源

① ②
③

④

�系統規模が小さい供給区域に、大量の再生可能エネルギーが導入されると周波数の調
整力が不足。それに備え、周波数変動を連系線を介して調整する仕組みを導入した。

�この仕組みを使って、北海道の風力発電拡大に向けた実証試験が行われる予定。

下げ調整力不足時の抑制順位（※）

① 一般送配電事業者からオンラインで調整できない火力電源等
（バイオマス混焼を含む）の発電機の出力抑制及び一般送配電
事業者からオンラインで調整できない揚水式発電機の揚水運転

② 長周期広域周波数調整（連系線を介して他エリアの下げ調整
力等を活用した周波数調整）

③バイオマス専焼電源の出力抑制

④ 地域資源バイオマスの出力抑制

⑤ 自然変動電源の出力抑制

⑥ 広域機関指示に基づく措置（電事法第28条の４４第1項に基
づく下げ代不足融通指示）

⑦長期固定電源の出力抑制

（※）「一般送配電事業者が調整力として予め確保した発電機の出力抑制
及び揚水式発電機の揚水運転」、「一般送配電事業からオンラインで調整
ができる発電機の出力抑制および揚水式発電機の揚水運転」を実施しても
なお下げ調整力が不足する場合

（２）需給監視・連系線管理
広域周波数調整
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13（３）供給力・調整力の確保
供給計画とりまとめ

� Ｈ２６年度までは、一般電気事業者と卸電気事業者だけに供給計画（１０年間の
需要見通し及び電源の開発等の計画）の提出義務があったが、現在は、全ての電
気事業法上の電気事業者※に、供給計画を広域機関経由で国へ届出する義務がある
（Ｈ２８年度より発電事業者も対象）。

� 広域機関は、供給計画をとりまとめ需給バランス評価等を実施し、必要により意
見を付して経済産業大臣へ送付。

広域機関が取り
まとめて国へ届出

広域機関

送配電
事業者

発電
事業者

小売電気
事業者

広域機関へ供給計画を届出

国

H28年度以降の供給計画

電気事業者とは、電気事業のライセンスを付与された事業者。具体的には、経済産業大臣に届出した発電事業者、経済産
業大臣に許可等を受けた送配電事業者、経済産業大臣に登録した小売電気事業者である。

※

14（４）系統利用者の利便性向上
発電事業者の系統連系に伴う事前相談・接続検討

� 広域機関の設立により、１万kW以上の発電設備の系統連系に関する事前相談
および接続検討は、広域機関へ申し込むことが可能となった（従来通り一般
送配電事業者（旧一般電気事業者送配電部門）へ直接申し込むことも可能）。

一般送配電事業者
系統連系希望者 申込み

回答

申込み

回答

依頼

回答広域機関

妥当性を確認し、必要に応じて再検討を依頼

◆事前相談：発電設備の接続検討に先立ち、連系制限の有無に関する簡易的な検討（無料）
◆接続検討：発電設備の系統連系の可否、系統連系にあたって必要となる対策、系統連系

に係る工事に要する費用・工事期間に関する検討（有料）
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� スイッチングとは、需要者による電力会社（供給契約、託送契約）の切替のこと。

� 広域機関は、スイッチングに関わる小売電気事業者や一般送配電事業者の業務をワ
ンストップで円滑に実施するためにスイッチング支援システムを提供。
（H28年12月末現在、供給者変更：約257万件）

需要者 小売電気
事業者Ａ

（従前の供給者）

小売電気
事業者Ｂ

（変更後供給者）

一般送配電
事業者

電力供給契約
の切替

電力託送契約
の切替

支援

広域機関
スイッチング支援システム

エリア 情報照会※１ スイッチング※２

北海道電力株式会社 １７１５．２ １２９．２

東北電力株式会社 ５７５．３ ８４．７

東京電力パワーグリッド株式会社 ９，３５５．３ １，４４３．８

中部電力株式会社 １，５３５．２ ２０２．８

北陸電力株式会社 ２１０．１ １２．３

関西電力株式会社 ４，６４８．２ ５１７．９

中国電力株式会社 ３５６．７ １６．６

四国電力株式会社 ２８６．２ ２１．０

九州電力株式会社 １，０９１．０ １４６．２

沖縄電力株式会社 ７８．０ ０．０

※１：設備情報（契約電力、自動検針の可否、検針日等）照会と使用料情報
（過去１３か月の電力使用量）照会の合計値

※２：低圧および高圧500kW未満の需要者のスイッチング開始申請の件数

電力広域的運営推進機関公表値（H28年12月31日現在） （単位：千
件）

（４）系統利用者の利便性向上
スイッチング支援システム

16（４）系統利用者の利便性向上
紛争解決サービス・緊急災害対応

� 紛争解決サービス

¾ 送配電等業務に関する電気供給事業者間の紛争解決サービスを実施。

（「苦情処理」「相談対応」「あっせん・調停」）

¾ 「あっせん・調停」については、各種の専門家から構成される紛争解決
パネルを設置。また、ADR（裁判外紛争解決手続）認証取得済み。

� 緊急災害対応

¾ 大規模な天災地変による電力設備の重大な被害発生に対し、広域機関が
国や会員の皆様と円滑に連絡及び調整を行い、協調・連携して復旧等に
取り組む。

¾ 広域機関会員に対しては、資機材の融通等を要請する場合あり。



9

17

②広域系統整備の状況

18

� これまで日本の電力系統は、電力需要の伸長や電源構成の多様化等を踏まえ、基幹送電
線の整備や広域運用を目的とした連系線の強化などが図られてきたことに加え、大規模災害
などの経験を通し、より高い供給信頼度を確立すべく広域連系系統の強化が図られてきた結
果、世界的に見ても信頼性の高い系統として評価されてきた。

出典:電気事業の現状2013(電気事業連合会) 出典:電気事業の現状2010(電気事業連合会)

＜日本の広域連系系統＞

出典：平成28年度供給計画により広域機関作成

＜電力需要及び送電線亘長の推移＞

＜年間停電時間の推移及び国際比較＞

赤 平成28年度
供給計画届出設備

（１）広域系統長期方針の検討
これまでの電力系統
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� 2015年7月に経済産業省から公表された「長期エネルギー需給見通し」において、電力の需
給構造については、安全性、安定性、経済効率性及び環境適合(3E+S)に関する政策目
標を同時達成する中で、徹底した省エネルギー(節電)の推進、再生可能エネルギーの最大限
の導入、火力発電の効率化等を進めつつ、原発依存度を可能な限り低減することを基本方
針として、2030年度のエネルギー需給構造の見通しとあるべき姿が示されている。

出典:長期エネルギー需給見通し(2015年7月 経済産業省)

（１）広域系統長期方針の検討
長期エネルギー需給見通しにおける2030年度の電力需給構造

20

� 広域運営の拡大によって、我が国の電力供給における3E+Sの実現に貢献するため、次に挙
げる3つの軸から、広域連系系統の長期的な整備方針を取りまとめる。
Ⅰ．適切な信頼度の確保

・系統の役割に応じた適切な供給信頼度を提供する
・大規模災害等の緊急時にも電力供給に対する要求を満足する

Ⅱ．電力系統利用の円滑化・低廉化
・エネルギーミックスに基づく電源導入等を円滑かつ低廉なコストで実現する
・電力市場の活性化に寄与する

Ⅲ．電力流通設備の健全性確保
・老朽化が進む流通設備の確実かつ効率的な設備更新・形成を計画的に推進する

※ 以上の3つの軸に沿って適切に設備形成・運用されている状態が広域連系系統の「あるべき姿」

z この広域連系系統のあるべき姿の実現に向け、将来の広域連系系統の電力潮流シミュレー
ションや、流通設備の経年・更新情報の調査等を通して、系統の長期的な課題を探っていく。

z そして、その課題に対し、どのように流通設備を形成していくべきか検討し、広域系統長期方針
として取りまとめる。

z 検討に当たっては、電力関連技術の開発動向や電力需給構造の変化も的確に踏まえるもの
とする。

（１）広域系統長期方針の検討
広域系統長期方針策定の基本方針
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21

� 広域連系系統に求められる役割の一つである、大規模災害等の広域的な電気の送受電によ
る信頼度について、大規模災害時における需要及び供給力の減少を想定して、シミュレーショ
ンにより、電力供給に対する要求を満足することをシミュレーション(※)により確認した。

� 流通設備形成に当たっては、適切な信頼度の確保が最も重要な観点であり、将来の需給構
造の変化に際しても、今後も継続的に適切な信頼度を確保するため、適切な設備形成・運
用・維持に取り組んでいく。

大規模災害時シミュレーションの概念図

※需要に対して「①維持しておくべき供給力(需要+8%)」
が維持されている状況において、東日本大震災の実績
相当の需要の減少(3割減)及び供給力の減少(4割減)
を想定し、「③短期間で復旧できる供給力」を積み増し
ても需要に対して「②確保すべき供給力(需要+3%)」
に満たない量を連系線からの受電必要量とし、連系線か
らの受電可能量との比較を行った。

（１）広域系統長期方針の検討
適切な信頼度確保への取組

22

� 電力自由化の進展や固定価格買取制度の導入に伴い、新たに大量の電源連系ニーズが生
じている。

� これらの新規電源を従来の設備形成・運用の考え方で受け入れようとすると、広域連系系統
を含む大規模な系統増強が必要となるものの、今後の需要動向を踏まえれば、流通設備が
過剰となり、託送料金の上昇圧力となりかねず、また大規模な系統増強に長期間要すること
により高効率低コストの新規電源導入が円滑に進まないことも懸念される。

� このため、これまでの電力需要成長期における供給能力を最大限発揮できる設備形成の考
え方から、大きく発想を転換し、既存設備を最大限活用することで、流通設備効率の向上を
図り、新たな電源連系ニーズに応えつつ、長期的な電気料金の低減を目指す。

※設備形成・運用を検討する際の想定潮流

※ ※ ※

運用容量を
超過しないよう
電源出力を抑制

（１）広域系統長期方針の検討
電力系統利用の円滑化・低廉化への取組



12

23

� 国民負担の抑制を図りつつ、エネルギーミックスの達成を目指すためには、既存設備の最大限活
用と併せて、電源側コストと流通側コストの総合的なコスト最小化が重要である。

� また、今後、長期的な潮流の不確実性が拡大していくことが見通される状況において、将来的
な系統利用の蓋然性を見通し潮流を確率論的に想定する場合、例えば、長期的な潮流シナ
リオに基づき、設備増強に伴う年間総発電費用の低減効果や供給力確保や系統維持能力の
向上等の価値を総合的に便益評価し、投資の合理性を判断することが有効である。

【費用対便益の観点】

【総合コスト最小化の観点】

（１）広域系統長期方針の検討
電力系統利用の円滑化・低廉化への取組

24
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2015年度末 鉄塔（66kV～500kV）：電圧別

DC250 500kV 275kV 220kV 187kV 154kV 132kV 110kV 77kV 66kV

�流通設備の経年物量分布の例 鉄塔基数（500kV～66kV）： 約248,000基

これらの更新工事へ
の対策が必要

至近年の取替および新設の
実績：約1,000基／年

� 広域連系系統は、高度経済成長期(1950年代前半～1970年代前半)以降積極的な系
統の拡大が図られ、2030年度に向けては、大量の流通設備が順次更新時期を迎えることが
想定される。

� 将来の不具合発生リスクや信頼度の低下を回避するため、設備ごとに劣化状況等を適切に
評価した上でライフサイクルを勘案し、優先度の高いものから設備更新を進め、更新時期が集
中しないよう、更新工事の平準化を図ることが重要である。

� 併せて設備スリム化などの設備形成の合理化や工事会社を含めた年間対応能力の維持向
上などにも取り組むことが重要である。

（１）広域系統長期方針の検討
電力流通設備の健全性確保への取組



13

25

� あるべき姿の実現に向けては、解決すべき様々な課題がある。
� 今後、国における議論や本機関の検討会における議論等も踏まえつつ、課題の解決に向け、
具体的な検討を進め、あるべき姿に向けた取り組みを着実に進めていく。

出典：第８回 制度設計ＷＧ資料５－５を基に一部追記

長期方針にて示す
基本的な考え方を踏まえ検討

（１）広域系統長期方針の検討
広域系統長期方針策定後の取組

26

件名
検討の開始
トリガー

増強目的 増強規模 工事費 工期（※）

東北東京間
連系線

電気供給事業者
からの提起

電気供給事業者の
連系線の利用拡大

４９５万kW
（既存５７３万kW）

１，５３０億円程度 １０年８ヶ月

東京中部間
連系設備

国の審議会
からの要請

安定供給
９０万kW

（現在２１０万kWへの
増強工事中）

１，８５０億円程度 １０年半

※ 長距離の送電線工事であり、用地交渉などにより相当程度工期が変動する可能性あり

� 東北東京間連系線の増強検討については、電気供給事業者による連系線の利用の拡大
ニーズに基づく提起を受け、検討を開始した案件であり、Ｈ２９年２月を目途に整備計画を
取りまとめる予定である。

� 東京中部間連系設備（ＦＣ）については、現在の１２０万kWを２１０万kWとする増強工事中
であるが、国の審議会において大規模災害発生時のシナリオ評価により、さらに３００万
kWまでの増強の必要性が確認され、本機関に対して増強案の技術的検証の要請があっ
たことから検討を開始した案件であり、Ｈ２８年６月に整備計画を取りまとめた。

（２）計画策定プロセスについて
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27（２）計画策定プロセスについて
東北東京間連系線増強計画

○主な工事概要 ○概略ルート

発電所

変電所

開閉所
500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

赤：対策箇所

①

②

③南いわき（開）

新いわき（開）

福島幹線山線

西仙台(変)

（仮）Ｍ開閉所

南相馬（変）

宮城(変)

（仮）Ｍ南幹線

（仮）Ｍ北幹線

相馬双葉幹線接続変更

新福島（変）

宮城中央(変)

常磐幹線(北)

常磐幹線(南)

川内線

④

相馬双葉幹線

⑥

⑤

500kV送電線
新設

新設開閉所～相馬双葉幹線接続変更箇所
• 2回線、62km程度
宮城中央変電所～新設開閉所
• 2回線、81km程度
相馬双葉幹線接続変更箇所～福島幹線山線
• 2回線、15km程度
新設開閉所への既設送電線引込
• 6回線

500kV開閉所
新設 • 500kV送電線引出10回線

500kV送電線
引出増設 宮城中央変電所、2回線

その他 調相設備、系統安定化装置他

①

②

③

④

⑤

⑥

28

FC増設 佐久間地点：30万kW（地点新設）
東清水地点：60万kW

275kV
送電線増強

佐久間FC～新富士変電所
• 2回線 123km程度

275kＶ
送電線新設

東清水FC～275kV送電線
• 2回線 13km程度

佐久間FC～275kV送電線
• 2回線 2km程度

500kV
変圧器増設

新富士変電所 1500MVA  1台
東栄変電所 1500MVA 2台
静岡変電所 1000MVA 1台

その他 引出口、調相設備 他

①

②

③

発電所
変電所
開閉所
交直変換所
周波数変換所

【凡例】

500kV送電線
275kV以下送電線
および直流連系線
既設・計画中設備黒

赤 対策箇所

○主な工事概要 ○概略ルート

（２）計画策定プロセスについて
東京中部間連系設備（ＦＣ）増強計画

佐久間FC

東清水FC

信濃FC

静岡

新富士
東栄

①

②
③
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29（３）電源接続案件募集プロセス
電源の系統連系に関する課題

� 先着優先の系統連系：空き容量があれば系統増強費用の負担がゼロ。空き容量がな
くなった時点の系統連系希望者が増強費用を負担。大規模な対策工事が必要となる
場合には巨額の負担。

� 守秘性：個々の系統連系計画に守秘性。仮に近隣に系統連系希望者がいたとしても、
単独での連系を前提にするため、工事費負担金が高額となることがある。

� 系統連系が進まない状況となるエリアが増加。

154kV送電線
（空き容量不足）

275kV

変電所変電所

空き容量不足の場合は、
送電線増強費用などの系
統増強費用の一部を特定
負担する必要がある。

既設設備の空き容量が不足している場合

154kV送電線
（空き容量あり）

275kV

変電所変電所

既設設備の空き容量がある場合

電源線（アクセス設備）
関連工事費用のみを負担
し連系できる。

電源線（アクセス設備）関
連工事費用に加え、送電線
増強費用も負担しなければ
連系できない。

系統連系希望者 系統連系希望者

30（３）電源接続案件募集プロセス
合理的な設備形成に向けた施策

� 合理的な設備形成の実現に向け、共同負担による系統連系を希望する者を募集す
るプロセス（電源接続案件募集プロセス）をルール化。

� このプロセスを成立させることで、合理的な設備形成および発電機の系統連系の
促進に繋がる。

� 現在、東北エリア９地域、東京エリア５地域、中国エリア１地域、九州エリアで
１３地域で、募集プロセスを実施中。

発電者Ａ～Ｆは連系の意思があるものの、それぞ
れの接続検討回答における特定負担分に係る増強
工事費が高額で、連系申込に至らない
（地域全体の連系が停滞）

広域機関又は一般電気事業者がオークション
方式等で連系希望者を募り、入札額の高い順
に連系優先順位をつけ、増強後の連系可能量
を満たすまで当選とする。

募集エリア

154kV送電線

275kV

変電所変電所

・空き容量不足
・対策工事費の特定負担が高額特定負担分に係る増強工事費を連系する発電

機容量で除した金額が２万円／ｋＷを超える
場合には電源接続案件募集プロセスの開始申
込をすることができる。

発電者
Ａ

発電者
Ｂ

発電者
Ｃ

発電者
Ｄ 発電者

Ｅ
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31（３）電源接続案件募集プロセス
電源接続案件募集プロセスの進め方概要

プ
ロ
セ
ス
開
始
申
込
み

応
募

接
続
検
討

入
札

再
接
続
検
討

共
同
負
担
意
思
確
認

諸
契
約
締
結

プ
ロ
セ
ス
完
了
・
公
表

開
札

優
先
系
統
連
系
希
望
者
の
決
定

募
集
要
領
の
策
定
・
公
表

説
明
会

プ
ロ
セ
ス
開
始
の
決
定
・
公
表

工
事
費
負
担
金
補
償
契
約

約2か月 約1.5か月 約3か月 約1か月 約1.5か月約2か月約1か月

約11か月

� 電源接続案件募集プロセスは、本機関の業務規程及び送配電等業務指針に基づき実施。

� 原則として、電源接続案件募集プロセスの開始後１年以内に完了する（標準で11か月程度）

� 本機関は、電源接続案件募集プロセスの対象となる送電系統を運用する一般送配電事業者と協力
し、同プロセスを進める。

主な役割 主な実施内容

広域機関
電源接続案件募集プロセスの主宰者と
して、同プロセスの主要な決定を行う。

開始申込みの受付、開始の決定、募集要領の策定、説明会の実
施、優先系統連系希望者の決定、プロセスの成否判定 等

一般送配
電事業者

連系先となる送電系統の運用者として、
募集プロセスの実務を担う。

増強規模等の検討、説明会案内・実施、応募受付、接続検討、
入札受付、開札、再接続検討、共同負担意思確認、工事費負担
金補償契約 等

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

32

③地域間連系線利用ルール
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33

用語 概要

運用容量
連系線に流すことができる電力の
最大値

マージン
電力系統の異常時または需給ひっ
迫時等の対応として、本機関が管
理する容量

計画潮流
連系線の利用者が確保した連系線
の容量（利用計画）の合計

空容量
連系線の運用容量のうち、マージン
および計画潮流によって占められて
いない容量

Ａエリア Bエリア

【先着優先】
時刻登録順に
容量登録

【空おさえの禁止】
利用計画の減少が判
明した段階で、確保
していた容量の減少
分を開放

運用

容量

計画

潮流

� 各供給エリア内の送電線は一般送配電事業者が管理するが、地域間を結ぶ連系線
は広域機関が利用計画等を厳正に管理。

� 連系線利用の原則

9 先着優先：登録時刻が先であるものを連系線の利用順位の上位とする

9 空おさえの禁止：他事業者の連系線利用を阻害しない

現状の連系線利用ルール

34現状の連系線利用ルールの課題

１． ２０１９年３月には、北本連系線（＋３０万ｋＷ）が、２０２０年度には、東京中部間連系
設備（＋９０万ｋＷ）が運用開始を予定。

２． また、広域機関では、東北東京間連系線の増強に当たり、１０年８ヶ月という工期を前
倒して、いくらかの容量を暫定的に使用することについて検討中。

３． 現行の連系線利用ルール（「先着優先ルール」）は、既存の空容量があるという事業環
境下において、これをどのように配分するかという場合には選択肢になり得る。

４． しかしながら、空容量に対して利用ニーズが上回っている状況で、その増強等を行う
場合には、１秒を争う競争を誘発し、かつ、情報量の差による不公平を発生させる。

５． このように、足下において、現行の先着優先ルールでは対応できない事象が発生。

これらの取組によって生ずる空容量を、どのように事業者に割り当てるべきか。

現行の連系線利用ルールは、公正性・公平性の観点から、課題に直面

広域機関が連系線利用ルール等に関する検討会
を主催し、連系線利用ルールの見直しを検討
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35送電線割り当てルールの方向性

１． 市場原理によらない混雑管理方法である現行の連系線利用ルールは、その利用ニーズが連系線
の空き容量を上回る場合においては、公正性・公平性に問題がある。一方で欧米で広く採用されて
いる連系線利用ルールとして市場原理による混雑管理方法であるオークション方式がある。

【オークション方式】

9 直接オークション：連系線の送電容量の利用権を「物理的送電権」として、オークションにより有償で
割り当て。（欧州の一部で採用）

9 間接オークション：連系線利用をエネルギー市場を介して割り当て。「金融的送電権」等のリスクヘッ
ジ手段を併用可能（欧米で採用）

２． 連系線利用ルールに、オークション方式（「物理的送電権の直接オークション」又は「間接オークショ
ン及び金融的送電権」）を導入すれば、公正性・公平性の課題は、いずれも解消すると考えられる。

３． また、間接オークションを導入すれば、市場取引量の増加が期待できると考えらえる。

この点、市場の厚みが増加すれば、小売事業者による調達先の切り替え、及び発電事業者による
電源の差し替えをより容易とし、結果として、広域メリットオーダーの実現に資するものと考えられる。

公正性・公平性を確保するとともに、市場取引量増加のため、

「間接オークション」を導入する方向性で、更なる詳細検討を進めていくことが適当。

36

相対取引 75,947

前日スポット取引 13,152
時間前取引 2,050
全取引量 91,149

（百万kWh）

連系線利用状況（平成２７年度実績）

（注）ただし、連系線利用状況の値は、各連系線の利用実績(kWh)の総和であるため、一事業者が、九州→中国→関西など、複数の連系線を
利用している場合も含まれる。このため、実際には、この数字よりも低い効果となると想定されるため、この数字は、あくまで、最大を想定
した場合の期待効果となる。

スポット市場の状況（平成２７年度実績）

約定量 15,400

（百万kWh）

○単純に、従来の連系線利用ルールの下では、相対取引によって連系線を通っていた電力量が、間接オーク
ション導入後には、すべてスポット市場に拠出されると仮定すれば、ＪＥＰＸスポット市場の年間取引量は、最
大で、およそ５．９倍の増となる効果が期待できる（注）。

○なお、電力・ガス取引監視等委員会における競争状況のモニタリング資料によれば（次頁参照）、２０１３年度
から自主的取組が開始されたことを受け、２０１２年度から２０１５年度にかけて、ＪＥＰＸスポット市場約定量の
年平均増加率は、３０％と評価されているところ（年間で１．３倍の効果）。

○連系線利用ルール導入による効果は、あくまで最大値としての見積もりとはいえ、過去の推移との比較でいえ
ば、今般の連系線利用ルールの見直しは、飛躍的にＪＥＰＸスポット市場約定量を増加させる効果が期待でき
る。

間接オークション導入が、市場取引に与える影響

出典：広域機関第５回地域間連系線利用ルール等に関する委員会資料
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37我が国における間接オークション導入イメージ

（1）「間接オークション」では、全ての連系線利用をエネルギー市場（日本でいえば日本卸
電力取引所におけるスポット市場）を介して行うこととする仕組み。

（2）具体的には、現行ルールでは、前日の空容量だけを活用して、スポット市場取引（※）
が行われているのに対し、これを原則、連系線の全ての容量を対象としてスポット市場
取引に割り当てることとする仕組みと考えることができる。
（※）我が国のスポット市場は現在でも全国市場であるため、連系線の全ての容量をスポット市場取引に割り当て

ることで、間接オークションと同義となる。

（3）すなわち、現行の「先着優先」に基づく連系線予約の受付を停止する又はスポット取引
に対して優先的に割り当てることとすれば、実質的に、間接オークションが実現する。

出典：広域機関第１回地域間連系線利用ルール等に関する委員会資料を基に作成

①
②
③

前日10:00の空容量の範囲内で

のみスポット市場に活用

④
⑤

⑥

現行の仕組み
（いわば、先着優先と間接オークションのハイブリッド）

間接オークション

買

売

売
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買

買

買

売 買

売
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量をスポット市場に活用
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買

売
買

買

売

先
着
優
先
で

容
量
割
当
て

38

【勉強会】（済）

《４～６月》

連系線利用ルール
等に関する勉強会

《８/１２》
中間とりまとめ公表

【検討会】9月以降
連系線利用ルール
等に関する検討会

海外調査等（委託調査）

進捗状況に応じて、
検討会へ報告

今後の進め方イメージ

検討結果
取りまとめ

H28年度末

（※）留保事項：国の審議会の状況や広域機関システムの開発状況

・広域機関ルール反映

H29年度

・運用の詳細検討

・システム対応

間接オークション
の導入

H30年4月
（目途※）

リスクヘッジ
商品の導入

H31年以降

事業者ヒアリング
の実施や経過措置
の在り方等を議論
し、H30/4に間接
オークションを導入
する方向で、詳細
制度設計について
検討中

【検討状況】
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39

④おわりに

40おわりに

�広域機関は、一昨年４月の発足以来、電気事業者、関係省庁、有識者、需要
家など全てのステークホルダーと緊密な連携を図り、各種ルールの改定や広
域機関システムおよびスイッチング支援システムの運開を行ってきました。

�今後も更なる電力システム改革の進展に向けて、安定供給と市場の活性化の
両立をめざし、引き続き関係個所と連携しつつ課題に取り組んでまいります。
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41

御清聴ありがとうございました。

http://www.occto.or.jp/


